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令和3年4月の報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の留意事項

（訪問看護・介護予防訪問看護）

・本県が所管する介護保険施設・事業所について、令和３年４月１日から算定を開始する加算等

に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出期限を、特例的に令和３年４月

１５日（木）とする取扱いとします。

・サービス提供強化加算については、新たな加算区分が設けられたことから、算定する全ての事業

所が届出を行ってください。特に介護予防訪問看護については、既存届出内容が「2 あり」の事

業所が届出を行わなかった場合4月からは「1 なし」とみなされますのでご注意ください。

・看護体制強化加算については、算定要件の見直しが行われています。体制等に関する届出を行わ

ない場合は現在の体制状況が維持されます。各事業所において、算定要件を確認し体制を変更す

る場合は届出を行ってください。

・加算等の算定内容に変更がなく、「LIFEへの登録」が「1 なし」の場合、届出の必要はありませ

ん。届出がない場合、「LIFEへの登録」は「1 なし」として処理します。（今回の改定では、（介

護予防）訪問看護で「LIFEへの登録」が「2 あり」であることが必須の加算はありません。）

提出書類 書類提出前の自主確認事項

介護給付費算定に ・「法人等の所在地・名称、代表者の職・氏名」欄を記入、押印

係る体制等に関す ・「届出者」の名称・事務所の所在地、「代表者」の職・氏名・住所の欄

る届出書 と、「事業所」の所在地、「管理者」の氏名・住所の欄を、取り違えない

（別添届出書） よう注意

・フリガナ、郵便番号、電話・FAX番号・Email等に記入漏れがないよう注意

・「実施事業」欄は、「訪問看護」、「介護予防訪問看護」に○印

・「指定（許可）年月日」欄に記入

・「異動等の区分」欄は、該当項目に○印

・「介護保険事業所番号」は、誤記入に注意

・「異動項目」欄及び「特記事項」の「変更後」欄に内容を具体的に記入

※例えば、「○○○体制を追加」等と記入

介護給付費算定に ・「記入担当者氏名」欄に、記入

係る体制等状況一 ・「事業所番号」欄は、誤記入に注意

覧表（別紙1－1）、 ・「事業所名」欄に誤って法人名等を記入しないよう注意

（別紙1－2）、（別 ・「記入担当者電話番号」、「異動区分」、「事業所電話番号」の各欄の記入漏

紙1－3） れに注意

・サテライト事業所については（別紙1－3）を使用

適用開始年月日 ・「体制等に関する届出書」の「異動（予定）年月日」欄と同じ日付を記入

施設等の区分 ・該当の施設区分に○を付けること

・「3 定期期巡回・随時対応型訪問介護看護連携」の場合は訪問看護事業所

における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書（別紙１４）

を添付

LIFEへの登録 ・区分に○を付けること
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②事前に届出を要する加算と必要な添付書類

体制等 必要な添付書類

特別地域訪問看護加算 必要な添付書類 なし

※対象地域に事業所が所在していること

中山間地域等における ①中山間地域等における小規模事業所加算に関する届出書（別紙２）

小規模事業所加算 ※対象地域に事業所が所在していること

※訪問看護は、１月当たりの平均延訪問回数が１００回以下である

こと。介護予防訪問看護は、１月当たりの平均延訪問回数が５回

以下であること。

※新規指定事業所については、４月目以降届出が可能。

緊急時訪問看護加算 ①緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出

書（別紙8-1）

特別管理加算 ※緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、保健師、看護

師とすること。

ターミナルケア加算 ②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（参考様式１）

(介護予防訪問看護を除く) ※２４時間常時連絡できる体制を整備していることが分かるように記

載する。（携帯電話等を持つ日に○印を付ける等）

看護体制強化加算 ①看護体制強化加算に係る届出書

（別紙8-2、別紙8-2付表1、別紙8-2付表2）

サービス提供体制強化 ①サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙12-2）

加算 ※研修の実施等、加算の要件をすべて満たすこと。

②サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙12-2付表）
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（介護予防）訪問看護関係
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極
亘

り

〇
訪

問
看

護
計

画
書

及
び

訪
問

看
護

報
告

書
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
平

成
12

年
3

月
3

0
日

老
企

第
55

号
）

（
抄

）

新
1日

1 
(略

）
2 

訪
間

看
護

計
画

書
等

の
記

載
要

領
(1

)·
(2

) 
(略

）
(3

)
訪

問
看

護
報

告
書

に
関

す
る

事
項

訪
問

看
護

報
告

書
の

記
載

と
先

に
主

治
医

に
提

出
し

た
訪

問
看

護
計

画
書

（
当

該
計

画
書

を
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

11
年

厚
生

省
令

第
3

7
号

）
第

6
9

条
第

4
項

に
お

い
て

診
療

記
録

の
記

載
を

も
っ

て
代

え
た

場
合

を
含

む
。

）
の

記
載

に
お

い
て

重
複

す
る

箇
所

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
報

告
書

に
お

け
る

重
複

箇
所

の
記

載
を

省
略

し
て

も
差

し
支

え
な

い
こ

と
と

す
る

こ
と

。

①
～

③
 

（
略

）
④

「 看
護

の
内

容
」

の
欄

に
つ

い
て

（
略

）
⑤

～
⑨

 
（

略
）

⑩
「 作

成
者

」
の

欄
に

は
氏

名
を

記
入

す
る

と
と

も
に

、
看

護
師

又
は

保
健

師
の

う
ち

該
当

す
る

職
種

に
つ

い
て

0
を

つ
け

る
こ

と
。

⑪
「 （

別
添

）
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護

の
詳

細
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に
つ

い
て

工
「 利

用
者

氏
名

」
「 日

常
生

活
自

立
度
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び
「 認

知
症

高
齢

者
の

日
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自
立
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欄
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要
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記
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す
る

こ
と
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又
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看
護

、
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の
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導
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ス
ク

管
理

等
の

内
容
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の

欄
に

は
、

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言

語
聴

覚
士

が
行

っ
た

指
定

訪
問

看
護

、
家

族
等

へ
の

指
導

、
リ

ス
ク

管
理

等
の

内
容

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。
公

「 評
価

」
の

欄
に

は
、

各
項

目
に

つ
い

て
、

主
治

医
に

報
告

す
る

直
近

の
利

用
者

の
状

態
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

三
「
特

記
す

べ
き

事
項

」
の

欄
に

は
、

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言

語
聴

覚
士

が
行

っ
た

訪
問

看
護

に
つ

い
て

イ
か

ら
ハ

ま
で

の
各

欄
の

事
項

以
外

に
主

治
医

に
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告
す
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必
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の

あ
る
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す
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こ

と
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看
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記
載

と
先

に
主

治
医

に
提

出
し

た
訪

間
看

護
計

画
書
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当

該
計

画
書

を
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

11
年

厚
生

省
令

第
3

7
号

）
第

6
9

条
第

4
項

に
お

い
て

診
療

記
録

の
記

載
を

も
っ

て
代

え
た

場
合

を
含

む
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）
の

記
載

に
お

い
て

璽
複

す
る

箇
所

が
あ

る
場

合
は

、
当

該
報

告
書

に
お

け
る

重
複

箇
所

の
記

載
を

省
略

し
て

も
差

し
支

え
な

い
こ

と
と

す
る

こ
と

。

①
～

③
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略

）
④

「 看
護

・
リ

ハ
ビ

リ
テ
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シ

ョ
ン

の
内

容
」

の
欄

に
つ

い
て

（
略

）
⑤

～
⑨

 
（

略
）

⑩
「 作

成
者

工
盗

」
の

欄
に

は
そ

れ
ぞ

れ
氏

名
を

記
入

し
、

併
せ

て
看

護
師

若
し

く
は

保
健

師
又

は
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
土

若
し

く
は

言
語

聴
覚

土
の

う
ち

そ
れ

ぞ
れ

該
当

す
る

職
種

に
つ

い
て

0
を

つ
け

る
こ

と
。

な
お

、
理

学
療

法
土

、
作

業
療

法
上

又
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言
語

聴
覚

士
に

よ
る
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定

訪
問

看
護

を
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供
し

た
場

合
に

は
、

「 作
成

者
①

②
」

の
両

方
に

記
入

す
る

こ
と
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（

新
設

）

ー
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介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

目
次

目
次

第

一
章
～
第
十
三
章
略

第

一
章
～
第
十
三
章
略

第
十
四
章

雑
則

（第
二
百
七
十
七
条
）

附
則

附
則

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

一
般
原
則
）

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

一
般
原
則
）

第
三
条

１

・
２
略

第
三
条

１

・
２
略

３

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た

め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施

す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た

っ
て

は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要

な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
九
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら

第
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら

か
じ
め
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
第
三
十
条
の
運
営
規
程
の
概
要
、

か
じ
め
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
第
三
十
条
の
運
営
規
程
の
概
要
、

訪
問
介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

訪
問
介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供

る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供

の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
同
意
は
、
で
き
る
限
り
書
面
に
よ
り
得
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６
略

２
～
６
略

（運
営
規
程
）

（運
営
規
程
）

第
七
十
七
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲

第
七
十
七
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲

げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

（以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「運

げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

（以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「運

営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六
略

一
～
六
略

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
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八

略

七

略

（勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
三
十
二
条

１
～
３
略

第
三
十
二
条

１
～
３
略

４

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か

４

前
項
の
研
修
に
は
、
利
用
者
の
尊
厳
を
守
り
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
が
共
に
健

ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言

や
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
及
び
虐
待
の
防

動
で
あ

っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
看
護
師
等
の
就

止
に
関
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
二
条
の
二

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お

い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に

、
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（以
下
こ
の
条
に
お
い

て

「業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
看
護
師
等
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知

す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（衛
生
管
理
等
）

（衛
生
管
理
等
）

第
三
十
三
条

１

・
２
略

第
三
十
三
条

１

・
２
略

３

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会

（テ

レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器

（以
下

「テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い

う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に

一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
看
護
師
等
に
周
知
徹
底

を
図
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。
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三

看
護
師
等
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び

訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（掲
示
）

（掲
示
）

第
三
十
四
条

１
略

第
三
十
四
条

略

２

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指

定
訪
問
看
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲

覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（地
域
と
の
連
携
等
）

（地
域
と
の
連
携
）

第
三
十
九
条

１
略

第
三
十
九
条

略

２

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同

一
の

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（虐
待
の
防
止
）

第
四
十
条
の
二

指
定
訪
問
看
護
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会

（テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
看
護
師
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

看
護
師
等
に
対
し､

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と｡

四

前
三
号
の
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。
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第
十
四
章

雑
則

（電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
七
十
七
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の

規
定
に
お
い
て
書
面

（書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の

（第
十
二
条
第

一
項

（第
四
十
二
条

の
三
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
三
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
九
条

、
第
九
十
八
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
四
十
六
条

、
第
百
六
十
八
条

（第
百
八
十

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

八
十

一
条
の
三
、
第
百
八
十
八
条
、
第
二
百
四
条

（第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
七
条
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百
六
十
三

条
、
第
二
百
六
十
五
条
及
び
第
二
百
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
二
百
二
十
四
条
第

一
項

（第
二
百
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え

て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

（電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

っ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、

交
付
、
説
明
、
同
意
、
承
諾
、
締
結
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（以
下

「交
付

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾

を
得
て
、
書
面
に
代
え
て
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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